
 

 

 

 

公募型プロポーザル方式の実施について、次のとおり公告します。 

   令和８年１月２１日  

川崎市長  福 田 紀 彦    

１ 件名   

  令和８年度ストレスチェック実施業務委託 

２ 委託期間   

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

３ 委託内容 

(1) 川崎市職員のストレスチェック実施 

(2) 個人及び組織の結果分析及び報告 

(3) 職場環境改善の取組支援 

４ 参加資格 

(1) 川崎市契約規則（昭和３９年川崎市規則第２８号）第２条の規定に基づく

資格停止期間中でないこと。 

(2) 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこ

と。 

(3) 企画提案書に関するプレゼンテーション実施時において、令和７・８年度

川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「その他業務」、種目「その他」に登

録予定であること。 

(4) 過去５年間に、自治体、民間事業者等における同種業務の実績を有するこ

と。 

(5) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会（ＪＩＰＤＥＣ）によるプライバ

シーマークを付与されている又は個人情報保護の対策が具体的に示されてい

ること。 
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(6) 本事業を円滑に遂行できる、安定的かつ健全な財務能力を有すること。 

(7) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人でないこと。 

(8) 川崎市暴力団排除条例（平成２４年川崎市条例第５号）第７条に基づく、

暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると

認められる者でないこと。 

５ 参加意向申出書の配布、提出及び問合せ先 

(1) 配布方法 

   川崎市ホームページからダウンロード 

(2) 配布・提出期間 

   令和８年１月２１日（水）から令和８年２月３日（火）午後５時まで 

(3)  提出書類 

ア 参加意向申出書（様式１） 

イ 契約実績を確認できる契約書等の写し 

(4) 提出方法 

   電子メールに提出書類のデータを添付の上、提出 

６ 提案資格確認結果通知書の交付 

  令和８年２月６日（金）に、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登載したメール

アドレスに送付します。なお、提案資格がないという通知を受けた参加者は、通

知日から３０日以内において、書面によりその理由について説明を求めることが

できます。 

７ 質問及び回答 

(1) 質問受付期間 

令和８年２月６日（金）から令和８年２月１２日（木）まで 

(2) 質問方法 

   質問書（様式２）により、電子メールにて送信してください。また、送信



 

 

 

後に電話で事務局に質問書が到達したことを確認してください。 

(3) 質問に対する回答 

   令和８年２月１７日（火）までに、参加資格がある全ての者に電子メール

で回答します。 

８ 企画提案書等の提出 

(1) 提出方法 

５(4)と同じ 

(2) 提出期間 

令和８年２月１９日（木）から令和８年２月２６日(木)午後５時まで 

(3) 提出書類 

ア  企画提案書【データで提出】 １式 

イ 経費見積書【データで提出】 １式 

 (4) 提出方法 

電子メールに提出書類のデータを添付の上、提出 

９ 企画提案会（プレゼンテーション） 

企画提案書が６者以上から提出された場合は、プロポーザル評価委員会が企画

提案書に基づき事前審査を行い、提案者（原則として５者）を選定します。事前

審査を行った場合の選定結果は、令和８年３月５日（木）までに通知します。 

(1) 日程 

令和８年３月１１日（水）午前９時４５分から午前１１時３０分（予定） 

(2) 場所 

川崎市役所本庁舎周辺会議室（予定） 

(3) プレゼンテーションについて 

統括責任者又は担当者を含む２名以内の出席により各提案者約２０分（説

明１５分、質疑応答５分） 



 

 

 

(4) 評価について 

ア 次の項目につき本提案に係るプロポーザル評価委員会が数値化して採点し

、最高得点を得た者を受託予定者とする。 

イ 評価項目 

提案内容 

業務実施体制及び実績 

実施内容 

調査結果の報告とフォローアップ 

経費見積  

10 その他 

(1) 事業概算額（参考） 

２０，３１０，４００円（消費税額及び地方消費税額を含む。）を上限とし

ます。 

(2) 書類作成及び提出に要した費用は、応募者の負担になります。 

(3) 企画提案は１参加者につき１案とします。 

(4) 本企画提案手続に関して、本市において作成した資料は本市の了解なく公

表又は使用することはできません。 

(5) 当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の

議決（令和８年３月頃）を要します。 

11 事務局 

   〒210－0006 川崎市川崎区砂子１－８－９川崎御幸ビル６階 

  川崎市総務企画局人事部労務厚生課 

  電話  ０４４（２００）２４８５ 

  E-mail 17kosei@city.kawasaki.jp 
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